
令和６年11月１日

No. 資料名 頁 項目名 内容 回答

1 実施要領書 4 4 (4) 1) 募集要項の構成
募集要項の構成は①～④の内容となっていますが、工事請負契約
書（案）を追加でご提示いただけませんでしょうか？

後日提示する。

2 実施要領書 6、7 4 (4)
10)、
11)

技術提案書等の提出に
ついて、
見積書類の提出につい
て

項目4-（4）-11）において、見積書の提出時期限は「令和7年1月
中旬頃」となっております。
従って、項目4-（4）-10）の「…技術提案書及び見積書の提出を
求める。」は「…技術提案書の提出を求める。」の誤記との理解
で宜しいでしょうか？
（令和6年11月29日　技術提案書等提出日には、見積書は不要と
の理解で宜しいでしょうか？）

お見込の通り、技術提案書等提出日には、見積書
の提出は不要である。見積書はヒアリング時に提
出すること。
また、見積書の提出時期の修正を反映した募集要
項および修正箇所の正誤表を提示する。

3 実施要領書 11 4 (7) 2)
工事発注等に関する条
件

工事発注等に関する条件で、各年度での支払い条件はなく、受注
者の工事工程に合わせた計画で問題ないとの理解でよろしいで
しょうか。
各年度での支払い条件が設定されている場合は、各年度ごとの費
用をご教示願います。
また、落札後に工事計画から逸脱する支払い条件があった場合
は、保管費など別途清算していただけるとの理解でよろしいで
しょうか。

三戸地区環境整備事務組合財務規則の第105条に則
り部分払額を設定する。
落札後に工事計画から逸脱する支払条件が発生し
た場合、都度協議により対応を検討する。

4 実施要領書 11 4 (7) 2)
工事発注等に関する条
件

前払金については、毎年ごとに上限金額の設定は設けられていな
いとの理解でよろしいでしょうか。
また、本工事を通じての条件もないと理解でよろしいでしょう
か。

各年度の上限金額については、三戸地区環境整備
事務組合財務規則、別記第二の第34条に則り、年
度支払限度額の10分の4以内とする。

5 要求水準書 5 第1章 第2節 - 既設の計画主要目
CO2削減率計算の為、令和５年度のごみ量実績のデータをご教示願

います。
令和５年度のごみ投入量実績は8,816.15tである。
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